
県医療救護活動計画の策定について 

１ 目的 

南海トラフ巨大地震を想定し、災害医療調整本部及び地域災害医療対策会議の

体制、関係者の連携と情報共有体制、急性期の負傷者の搬送体制や中長期におけ

る慢性疾患患者等の受入れ体制、医薬品等の確保策など、大規模災害時の災害医

療を円滑に実施するための総合的な計画として、医療救護活動計画を策定する。 

２ 位置づけ 

・発災直後の急性期から避難所が設置されている中長期の間の、総合的な

医療救護活動計画 

⇒ 長期間に亘る医療救護班の派遣調整及び公衆衛生活動との連携にも対応

３ 計画策定のスケジュール 

統括災害医療調整部会 地域災害医療部会
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（計画案作成の指針として活用）

医療救護活動計画
公衆衛生活動に関する計画 

急性期 中長期 
発災 

医療圏単位の災害医療体制の検討 全県的な災害医療体制の検討 

検討内容を共有 

医療救護活動計画の素案 

医療救護活動計画の策定 

医療救護活動計画（案） 



医療救護活動計画 骨子

１ 大規模災害時における対応 

２ 医療機関・医療救護所の役割 

３ 情報収集と伝達体制 

 ４ 医療救護チームの活動 

５ 医薬品等の確保体制 

６ 傷病者等の搬送体制 

７ 公衆衛生対策 

８ 災害時要援護者対策 

９ 検視検案体制 

１０ 応援派遣体制 

１１ 災害対応マニュアル 

○組織ごとの役割や体制について
・県の役割 

災害医療調整本部及びＤＭＡ Ｔ 調整本部 
地域災害医療対策会議 
愛知県災害医療コ－ディネーター 

・市町村の役割 
・関係団体等の役割

○各医療機関が災害時に担う役割について
・災害拠点病院 
・地域の２次救急病院 
・その他の医療機関 
・医療救護所

○災害時の情報共有体制について
・情報収集提供体制、収集する情報 
・ＥＭＩＳ、衛星電話、無線等の通信手段 

○遺体の安置及び検視検案体制ついて
・医療機関、救護所等の遺体の仮安置 
・検視検案体制、身元調査等 

○被災地で活動する医療救護チームについて
・ＤＭＡＴの活動 
・医療救護チームの活動 
・心のケアチーム、災害支援ナース、支援薬剤
師、保健師等の活動 

○傷病者等の搬送体制について
・地域医療搬送 
・広域医療搬送 
・慢性疾患患者等の搬送・受入体制 

○医薬品、医療機器等の確保体制について
・災害拠点病院、市町村、県の役割 
・血液製剤の確保体制について 

○公衆衛生対策について
・保健活動、感染症対策、食品衛生対策、水・
衛生対策、歯科口腔保健、心のケア活動等 

○大規模災害発生時の応援派遣体制について
・愛知ＤＭＡＴの派遣体制 
・医療救護班の派遣体制 
・その他の医療支援チームの派遣体制 

○災害のフェーズに応じたマニュアルの策定
・災害医療調整本部の立上げ・運営 
・地域災害医療対策会議の立上げ・運営 
・その他の災害医療に関する活動

○医療が必要な要援護者の支援策について
・透析患者、難病、在宅酸素療法患者等 
・高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等 
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